
◎戸籍法の一部を改正する法律 
（令和元年五月三一日法律第一七号）   

一、提案理由（令和元年五月八日・衆議院法務委員会） 

○山下国務大臣 戸籍法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いた

します。 

 この法律案は、国民の利便性向上及び行政運営の効率化を図るため、一定の行政手続

において戸籍証明書の添付を省略できるような措置を講ずるとともに、戸籍証明書の提

出が必要な場合においても、本籍地の市町村長以外の市町村長に対する戸籍証明書等の

交付の請求、戸籍電子証明書提供用識別符号等の発行の制度を設け、その取得の効率化

を図るなど、戸籍の制度について所要の整備を行おうとするものであります。 

 その要点は、次のとおりであります。 

 第一に、法務大臣が、磁気ディスクをもって調製された戸籍又は除かれた戸籍の副本

に記録されている情報を利用して、親子関係の存否その他の身分関係の存否に関する情

報、婚姻関係その他の身分関係の形成に関する情報その他の戸籍関係情報を作成し、こ

れを、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づ

き、行政機関、地方公共団体等からの照会に応じて提供することができるようにする措

置を講ずることとしております。 

 第二に、戸籍又は除かれた戸籍が磁気ディスクをもって調製されているときは、戸籍

に記録されている者等は、本籍地以外のいずれの市町村長に対しても戸籍証明書等の請

求を可能とすることとしております。現行の制度では、相続手続等で過去の戸籍をさか

のぼって取得しようとする場合に、それぞれの本籍地の市町村役場に対して郵送又は直

接出向いて戸籍証明書の請求をする必要があるところですが、この制度を導入すること

により、最寄りの市町村役場で戸籍証明書を取り寄せることができるようになるもので

あります。また、戸籍証明書等の交付にかえて、その提供をもって、行政機関等が電磁

的記録である戸籍電子証明書等を取得することができる戸籍電子証明書提供用識別符号

の発行の制度を設けることとしております。 

 第三に、戸籍の記載の正確性を担保するための措置として、市町村長及び管轄法務局

長等による調査権の明確化、戸籍の訂正手続の見直し等を行うこととしております。 

 以上が、この法律案の趣旨でございます。 

 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。 

二、衆議院法務委員長報告（令和元年五月一六日） 

○葉梨康弘君 ただいま議題となりました法律案につきまして、法務委員会における審

査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、国民の利便性の向上及び行政運営の効率化を図るため、非本籍地の市区町村

長に対する戸籍証明書等の交付の請求及び戸籍電子証明書提供用識別符号等の発行の制

度を設けるとともに、法務大臣が、磁気ディスクをもって調製された戸籍又は除かれた



戸籍の副本に記録されている情報を利用して、親子関係の存否その他の身分関係の存否

に関する情報、婚姻関係その他の身分関係の形成に関する情報その他の戸籍関係情報を

作成し、これを行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律による行政機関、地方公共団体等からの照会に応じて提供することができるようにす

る等の措置を講じようとするものであります。 

 本案は、去る五月七日本委員会に付託され、翌八日山下法務大臣から提案理由の説明

を聴取し、十日、質疑を行い、質疑を終局しました。次いで、討論、採決の結果、賛成

多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 以上、御報告申し上げます。 

三、参議院法務委員長報告（令和元年五月二四日） 

○横山信一君 ただいま議題となりました法律案につきまして、法務委員会における審

査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、国民の利便性の向上及び行政運営の効率化を図るため、本籍地の市町村

長以外の市町村長に対する戸籍証明書等の交付の請求及び戸籍電子証明書提供用識別符

号等の発行の制度を設けるとともに、法務大臣が、磁気ディスクをもって調製された戸

籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報を利用して親子関係の存否、婚姻関係

の形成等に関する情報その他の戸籍関係情報を作成し、これを行政手続における特定の

個人を識別するための番号の利用等に関する法律による行政機関、地方公共団体その他

の行政事務を処理する者からの照会に応じて提供することができるようにする等の措置

を講じようとするものであります。 

 委員会におきましては、戸籍制度の意義と必要性、戸籍の管理やその滅失に備えた体

制整備の在り方、戸籍に係る情報漏えい等を防ぐための方策等について質疑が行われま

したが、その詳細は会議録によって御承知願います。 

 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して仁比委員より本法律

案に反対する旨の意見が述べられました。 

 討論を終局し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決

定いたしました。 

 以上、御報告申し上げます。 


